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近
代
日
本
研
究
第
二
十
四
巻

(

二
〇
〇
七
年)

研
究
ノ
ー
ト婦

人
参
政
権
の
成
立
経
緯
再
考

加
藤
シ
ヅ
エ
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て

菅

原

和

子

一

は
じ
め
に

一
九
四
五
年
一
二
月
一
五
日
、
戦
前
難
渋
を
き
わ
め
た
婦
人
参
政
権
が
急
転
直
下
の
成
立
を
み
た
。
敗
戦
わ
ず
か
四
ヶ
月
後
、

日
本
の
支
配
層
に
あ
っ
て
は
、
占
領
軍
か
ら
矢
継
早
や
の
指
令
を
受
け
つ
つ
、
新
し
い
秩
序
を
築
く
の
に
必
死
だ
っ
た
頃
の
こ
と

で
あ
る
。

筆
者
は
そ
の
婦
人
参
政
権
の
成
立
過
程
を
占
領
史
、
戦
後
史
、
女
性
史
を
つ
き
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
追
っ
て
み
た

(｢

婦
人
参

政
制
度
の
成
立

占
領
政
策
と
国
体
護
持
の
は
ざ
ま
で｣

菅
原
和
子

『
市
川
房
枝
と
婦
人
参
政
権
獲
得
運
動

模
索
と
葛
藤

の
政
治
史』

世
織
書
房
、
二
〇
〇
二
年

[

初
出
、『

自
治
研
究』

一
九
九
四
年
四
月
号
・
同
年
一
〇
月
・
一
九
九
五
年
一
月
号])

。

し
か
し
、
そ
こ
で
触
れ
た
加
藤
シ
ヅ
エ
の
役
割
を
め
ぐ
る
論
証
は
、
史
料
の
制
約
も
あ
っ
て
、
粗
雑
で
説
得
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ
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が
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
認
識
の
も
と
に
、
当
時
見
落
と
し
て
い
た
史
料
と
、
そ
の
後
も
た
ら
さ
れ
た
新
し
い
有
力
な
情
報
を

補
完
材
料
と
し
て
、
一
部
を
修
正
し
つ
つ
改
め
て
可
能
な
限
り
加
藤
シ
ヅ
エ
の
役
割
を
検
証
し
、
婦
人
参
政
権
の
成
立
経
緯
を
再

考
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

結
論
的
に
い
え
ば
、
な
お
資
料
面
の
限
界
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
中
間
報
告
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
検
証
作
業
に
よ
っ

て
、
シ
ヅ
エ
の

｢
時
代｣

(

戦
前
・
戦
後)

と

｢

国
境｣

(

日
・
米)

を
こ
え
る
活
躍
を
再
確
認
し
、
彼
女
の
役
割
を
よ
り
鮮
明
に

す
る
と
同
時
に
、｢
内
務
官
僚
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
説｣

を
相
対
化
し
、
若
干
な
り
と
も
婦
人
参
政
権
の
成
立
経
緯
の
真
相
に
近

づ
く
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
、
加
藤
シ
ヅ
エ
は
、
一
九
四
四
年
一
一
月
に
加
藤
勘
十
と
結
婚
し
て

｢

加
藤
シ
ヅ
エ｣

と
改
姓
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ま
で
は
男
爵
石
本
恵
吉
の
妻

｢
石
本
シ
ヅ
エ｣

、
ア
メ
リ
カ
で
は

｢

バ
ロ
ネ
ス
・
イ
シ
モ
ト｣

と
し
て
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
た

(

恵
吉
と
は
一
九
四
四
年
三
月
正
式
離
婚
成
立)

。
し
た
が
っ
て
、
呼
称
に
つ
い
て
は
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
以
下
、｢

シ
ヅ

エ｣

と
の
み
記
す
こ
と
に
す
る
。

二

Ｏ
Ｓ
Ｓ(

戦
略
情
報
局)

百
科
全
書(
一
九
四
二
年
一
〇
月)

の｢

参
考
文
献｣

へ
の
注
目

婦
人
参
政
権
の
成
立
に
あ
た
っ
て
シ
ヅ
エ
の
果
た
し
た
役
割
は
戦
後
占
領
下
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
戦
前
ア
メ
リ
カ
の

｢

日
本
占
領
・
再
建｣

構
想
に
お
い
て
彼
女
は
一
定
の
位
置
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
戦
前
す
で
に
そ
の
役
割
の
補
助
線

が
引
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
シ
ヅ
エ
自
身
が
証
言
し
、
拙
稿
で
も
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
れ
を

客
観
的
に
示
す
史
料
に
欠
け
て
い
た
。
が
、
今
回
、
幸
い
に
も
加
藤
哲
郎

『
象
徴
天
皇
制
の
起
源

ア
メ
リ
カ
の
心
理
戦

｢

日
本
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計
画｣』

(

平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
五
年)

に
お
け
る
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
史
料
を
駆
使
し
た

研
究
成
果
か
ら
重
要
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
、
同
書
を
参
考
に
事
実
関
係
を
追
っ
て
み
る
。

戦
後
日
本
占
領
に
あ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
日
本
に
関
す
る
情
報
収
集
は
、
四
一
年
一
二
月
の
真
珠
湾
攻
撃
前
か
ら
始
ま
っ
て
い

た
。
初
期

(
四
二
年
二
月
段
階)

の
分
析
史
料
を
み
る
と
、
人
口
統
計
・
地
理
か
ら
権
力
構
造
・
経
済
構
造
、
人
々
の
生
活
・
労

働
・
教
育
等
に
至
る
ま
で
、
敵
国
日
本
の
全
体
像
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
か
ら

｢

婦
人
関
係｣

を
拾
う
と
、｢

婚
姻
慣
習｣

｢

女
性
・
児
童
労
働｣

｢
食
事｣

｢

衣
料｣

｢

衛
生｣

が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
典
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
が
、
一
九
四
二
年
一
〇
月
、
Ｏ
Ｓ
Ｓ

(

戦
略
情
報
局
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
中
央
情
報
局
の
前
身)

の

｢

戦
略
的
分
析｣

に
お
け
る
参

考
文
献
の
な
か
に
突
如
シ
ヅ
エ
の
名
が
た
ち
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｏ
Ｓ
Ｓ
の
調
査
分
析
課

(

Ｒ
＆
Ａ)

策
定
の
、
一
九
四
二

年
一
〇
月
一
三
日
付

『

日
本
に
対
す
る
心
理
戦
争
計
画
立
案
の
た
め
の
社
会
的
・
心
理
的
情
報
概
観』

[Survey
of
Social

and

PsychologicalIntelligence
for
Form

ulating
Plans

for
PsychologicalW

arfare
againstJapan,O

ffice
of
Strategic

Services,

R
esearch

and
A
nalysis

B
ranch,

Psychology
D
ivision

R
eport

N
o.55,

W
ith
the
C
ooperation

of
the
Far
Eastern

Section,

O
ctober

13,1942]
(

ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
所
蔵)

の
巻
末
に

｢

全
体
の
参
考
文
献｣

(

加
藤
、
二
一
八
頁)

の
一
つ
と
し

て
シ
ヅ
エ
の
英
文
著
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同

『

概
観』

は
、
Ｏ
Ｓ
Ｓ
の
対
日
戦
略
の
検
討
・
再
検
討
を
基
礎
づ
け
る
戦
略
的
分
析
の
全
一
三
二
頁
に
わ
た
る
詳
細
な
百
科

全
書

(

以
下
、
百
科
全
書

『

概
観』)

で
、
参
考
文
献

(

簡
単
な
コ
メ
ン
ト
付)

の
総
点
数
は
一
五
点
、
う
ち
日
本
人

(

個
人)

が
書
い
た
も
の
は
次
の
四
点
で
あ
る

(

以
下
、
加
藤
哲
郎
書
の
原
文
通
り)

。

①
福
沢
諭
吉

『

自
伝』

一
九
三
四
年
、
明
治
時
代
の
自
由
主
義
者
の
大
変
興
味
深
い
生
涯
の
再
評
価
。

婦人参政権の成立経緯再考
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②
火
野
葦
平

『

麦
と
兵
隊』

一
九
三
九
年
、
中
国
に
お
け
る
日
本
兵
の
自
伝
小
説
。

③
石
本
男
爵
夫
人

[

加
藤
シ
ヅ
エ]

『

二
つ
の
文
化
の
は
ざ
ま
か
ら』
[Ishim

oto,B
aroness,

�
�����

�
�
	


���]』

一
九

三
五
年
。
近
代
日
本
に
お
け
る
稀
有
な
女
性
の
自
伝
。
日
本
に
お
け
る
女
性
の
位
置
と
女
性
に
対
す
る
態
度
に
光
を
当
て

て
い
て
有
益
。

④
新
渡
戸
稲
造
編

『

近
代
日
本
に
お
け
る
西
洋
の
影
響』

一
九
三
一
年
、
新
聞
・
軍
を
含
む
日
本
人
の
生
活
を
さ
ま
ざ
ま
な

視
点
で
論
じ
た
日
本
人
に
よ
る
論
文
集
。

で
は
、
こ
う
し
て

｢

全
体
の
参
考
文
献｣

の
一
つ
と
さ
れ
た
シ
ヅ
エ
の�

�����
�
�
	


���

と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ

た
か
。
要
約
す
れ
ば
、
自
ら
の
生
活
体
験
を
軸
に
、
日
本
の
家
族
制
度
下
の
封
建
的
な
風
俗
習
慣
や
、
差
別
が
貫
徹
し
て
い
る
夫

と
妻
の
関
係
を
描
出
し
、
そ
の
不
条
理
・
理
不
尽
を
と
き
に
は
欧
米
の
女
性
の
地
位
と
比
較
し
つ
つ
痛
烈
に
訴
え
て
い
る
も
の
で
、

も
ち
ろ
ん
婦
人
参
政
権
に
も
触
れ
、
そ
の
無
権
利
状
態
に
怒
り
を
爆
発
さ
せ
て
い
る

(

国
会
図
書
館
所
蔵
原
著
参
照)

。
シ
ヅ
エ

に
と
っ
て
家
族
制
度
の
廃
止
と
と
も
に
婦
人
参
政
権
の
実
現
は
悲
願
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
内
容
が
百
科
全
書『

概
観』

に
具
体
的
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
し
な
い
。

百
科
全
書

『

概
観』

の
意
義
は
加
藤
に
よ
れ
ば
次
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。
①
第
一
の
任
務
が

｢

戦
略
情
報
の
収
集
と
分
析｣

に

あ
る
こ
と
、
②
直
後
に
起
草
さ
れ
た
Ｏ
Ｓ
Ｓ
機
密
文
書｢

新
日
本
計
画
文
書｣

(

一
〇
月
一
五
日
付)

を
基
礎
付
け
る
史
料
に
な
っ

て
い
る
こ
と
、
③
以
後
継
続
的
に
再
検
討
さ
れ
る

｢

日
本
計
画｣

を
基
礎
づ
け
る
史
料
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

本
論
に
即
し
て
着
目
す
べ
き
は
、
こ
の
百
科
全
書

『

概
観』

が
、
他
の

｢
日
本
計
画｣

や
報
告
書
等
と
と
も
に

｢

そ
の
後
も
米

国
国
務
省
ほ
か
各
省
庁
、
陸
海
空
軍
、
中
国
戦
線
・
南
方
戦
線
の
総
司
令
部
で
、
心
理
戦
担
当
者
の
共
通
の『

基
礎』

的
な
指
針｣
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(

加
藤
、
二
二
一
頁)

と
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
な
か
、
シ
ヅ
エ
の�

�����
�
�
	


���

、
あ
る
い

は
百
科
全
書

『

概
観』

の

｢

婦
人
関
係｣

事
項
は
、
ど
う
生
き
続
け
、
日
本
女
性
の
理
解
に
ど
う
役
に
た
ち
、
占
領
婦
人
政
策
の

あ
り
方
に
ど
う
影
響
を
与
え
た
の
か
。

三

加
藤
の
英
文
著
作

(�
�����

�
�
	


�
��)

を
め
ぐ
っ
て

�
�����

�
�
	


���

は
、
日
本
に
お
い
て
日
本
語
で
書
か
れ
、
こ
れ
が
英
文
に
仕
上
げ
ら
れ
て
、
一
九
三
五
年
、
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
同
時
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
が
邦
訳
さ
れ
た
の
が
実
に
五
〇
年
後
の
一

九
八
五
年
、
加
藤
シ
ヅ
エ

『

二
つ
の
文
化
の
は
ざ
ま
か
ら』

(

船
橋
邦
子
訳
、
青
山
館)

と
し
て
出
版
さ
れ
、
こ
の
と
き
初
め
て

原
著�

�����
�
�
	


���

の
存
在
が
日
本
の
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
邦
訳
は
、
原
著
の

｢

日

本
の
紹
介
部
分
な
ど
国
内
で
は
不
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
著
者
と
の
討
議
の
上
、
割
愛｣

し
、｢

特
に
一
、
二
、
三
、
十
章
は

抄
訳｣

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る

(｢

訳
者
あ
と
が
き｣)

。

シ
ヅ
エ
が
外
国
で
の
出
版
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
は
、
そ
の
言
動
に
よ
っ
て
す
で
に
官
憲
に
目
を
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
日
本

語
で
出
版
す
れ
ば
発
禁
に
な
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

生
め
よ
増
や
せ
よ｣

の
大
合
唱
の
時
代

に
入
っ
て
も
な
お
産
児
制
限
の
論
陣
を
張
り
続
け
、
そ
の
指
導
普
及
に
と
り
く
ん
で
い
た
シ
ヅ
エ
は
、
権
力
に
と
っ
て
き
わ
め
て

危
険
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

船
橋
に
よ
れ
ば
、�

�����
�
�
	


�
��

は
、
戦
前
米
国
で
広
く
読
ま
れ
、
書
評
も
発
刊
後
四
ヶ
月
の
間
に

｢

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

タ
イ
ム
ズ
・
ブ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー｣

(

一
九
三
五
年
八
月
二
五
日)

、｢

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ヘ
ラ
ル
ド
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン｣

(

同
八
月

婦人参政権の成立経緯再考
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二
七
日)

、｢

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
・
ブ
ッ
ク
ス｣

(

同
年
九
月
一
日)

を
は
じ
め
八
本
だ
さ
れ
、
い
ず
れ
も
日
本
人

を
理
解
す
る
好
著
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た

(

訳
書

｢

あ
と
が
き｣)

。

同
書
が
占
領
軍
の
参
考
に
さ
れ
た
こ
と
を
シ
ヅ
エ
が
知
っ
た
の
は
戦
後
、
後
に
詳
述
す
る
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
婦
人
政
策
に
関

与
す
る
な
か
で
の
こ
と
で
あ
る
。
シ
ヅ
エ
は
語
っ
て
い
る
。｢

戦
後
、
進
駐
軍
の
将
校
か
ら
聞
い
て
分
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、

日
本
を
占
領
す
る
に
あ
た
っ
て
の
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
本
が
使
わ
れ
た
ん
で
す
っ
て
。
上
流
階
級
か
ら
炭
鉱
夫
ま
で

の
、
日
本
人
の
生
活
を
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
。
歳
月
を
経
て
、
思
い
が
け
な
い
と
き
予
期
し
な
い
お
役
に
立
っ
て
い
た
っ

て
こ
と
は
嬉
し
か
っ
た

(
１)｣
。

ち
な
み
に
、
先
の
火
野
葦
平『
麦
の
兵
隊』
(

英
訳
、
原
著
タ
イ
ト
ル
記
載
な
し)

の
英
訳
も
シ
ヅ
エ
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
一
九
三
八
年
三
月
、
友
人
の
勧
め
で
、
英
訳
の
助
言
者
を
え
て
訳
出
に
着
手
、
三
九
年
五
月
頃
、�

�����
�
�
	


���

と
同

じ
出
版
社
か
ら
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
(
２)
。

な
お
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、『
麦
と
兵
隊』

の
英
訳
書
は
、
戦
争
直
前
ア
メ
リ
カ
で
入
手
可
能
な
同
時
代
唯
一
の

日
本
の
小
説
で
あ
っ
た

(

３)

。
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
日
本
軍
の
中
国
で
の
残
虐
行
為
は
知
ら
れ
て
お
り
、
一
般
人
も
批
評
家
も
同
書
を

軍
国
主
義
の

｢

自
己
宣
伝｣

と
し
て
し
か
受
け
取
ら
ず
、
不
買
運
動
に
遭
う
な
ど
し
て
、
売
れ
行
き
は
悪
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、

そ
の
訳
業
が
シ
ヅ
エ
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
地
歩
を
固
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

四

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
加
藤
の
活
動

シ
ヅ
エ
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
第
二
の
故
郷
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
ア
メ
リ
カ
と
の

｢

接
触｣

は
、
一
九
一
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九
年
八
月
の
渡
米
に
は
じ
ま
る
。
先
に
渡
米
し
て
い
た
夫
の
石
本
恵
吉
と
と
も
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
、

そ
し
て

｢

自
立｣

の
た
め
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
バ
ラ
ー
ド
・
ス
ク
ー
ル

(

八
ヶ
月
の
秘
書
学
コ
ー
ス)

に
入
学
、
優
秀
な
成
績
で
卒

業
し
た
。
そ
の
間
、
産
児
制
限
の
先
駆
者
と
し
て
有
名
な
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ン
ガ
ー
夫
人
の
知
遇
を
得
た
。
運
命
的
な
邂
逅
で

あ
っ
た
。
そ
の
と
き
産
児
制
限
を
自
分
の
闘
い
に
し
よ
う
と
固
く
決
心
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
〇
年
帰
国
。
翌
年
心
酔
す
る
サ
ン
ガ
ー
夫
人
来
日
、
親
交
を
深
め
、
そ
の
後
、
産
児
制
限
思
想
の
普
及
と
実
践

(

避
妊

の
指
導)

に
努
め
る
の
み
な
ら
ず
、
サ
ン
ガ
ー
夫
人
の
著
作
を
翻
訳
出
版
す
る
な
ど
、
大
奮
闘
の
う
ち
に
シ
ヅ
エ
は
い
つ
し
か

｢

日
本
の
サ
ン
ガ
ー
夫
人｣
と
い
わ
れ
る
に
至
る
。

そ
の
後
曲
折
を
経
て
、
叔
父
鶴
見
祐
輔
の
勧
め
で
、
一
九
三
二
年
に
三
ヶ
月
ほ
ど
、
ア
メ
リ
カ
全
土
を
講
演
し
て
ま
わ
り

(

講

師
派
遣
会
社
が
あ
り
、
大
学
・
教
会
・
婦
人
会
な
ど
で
講
演)

、
大
成
功
を
お
さ
め
た
。
講
演
テ
ー
マ
は

｢

日
本
に
お
け
る
産
児

制
限
運
動｣

、｢

日
本
に
お
け
る
婦
人
解
放
運
動｣

、｢

日
本
人
の
美
的
感
覚｣

(

華
道
・
茶
道)

の
三
つ
。
つ
ね
に
着
物
に
身
を
包

ん
だ
シ
ヅ
エ
の
様
子
は
新
聞
等
で
細
か
く
描
写
さ
れ
、
賞
賛
さ
れ
た
と
い
う
。
講
演
行
脚
は
二
年
後
の
三
四
年
に
も
一
度
四
ヶ
月

間
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
は
日
本
に
関
す
る
情
報
を
伝
達
す
る
役
割
を
よ
り
強
く
自
覚
し
、
テ
ー
マ
も
ぐ
ん
と
広
げ
た
。

ま
た
、
長
距
離
移
動
の
間
に
頻
繁
に
ひ
ら
か
れ
た
茶
会
や
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
ス
ピ
ー
チ
も
行
な
っ
て
い
る
。
新
聞
な
ど
で
は
、

｢

日
本
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ン
ガ
ー｣

と
紹
介
さ
れ
、
彼
女
の
講
演
は

｢

ユ
ー
モ
ア
、
迫
真
の
演
技
、
英
知
に
み
ち
て
い
る｣

な
ど
と
書
か
れ
た

(

４)

。

た
だ
し
、
シ
ヅ
エ
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
真
の
姿
は
理
解
さ
れ
が
た
く
、�

�����
�
�
	


���

を
書
い
た
の
も
、
一
つ
に
は
講
演

行
脚
の
経
験
を
通
し
て
、
日
本
の
風
俗
習
慣
が
間
違
っ
て
伝
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
日
本
を
知
ら
な
い
人
が
多
い
こ
と
を
知
り
、
日

本
女
性
の
生
活
や
思
想
や
感
情
を
正
し
く
伝
え
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
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一
九
三
七
年
一
二
月
の

｢

人
民
戦
線
事
件｣

(

日
中
戦
争
下
の
左
翼
弾
圧
事
件
、
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
人
民
戦
線
の
結
成
を
企
図
し

た
と
し
て
加
藤
勘
十
な
ど
四
〇
〇
名
が
検
挙
さ
れ
る
な
ど
し
た)

で
シ
ヅ
エ
が
二
週
間
留
置
所
暮
ら
し
を
強
い
ら
れ
た
と
き
に
も
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
紙
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。｢

日
本
の
婦
人
解
放
論
者
、
石
本
男
爵
夫
人
は
一
二
月
一
三
日
検
挙
さ

れ
、
今
な
お
警
察
に
拘
留
さ
れ
て
い
る
。
非
合
法
活
動
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
に
関
連
し
た
疑
惑
に
よ
る
も
の
で
あ
る｣

(

三
七
年
一
二
月
二
九
日
付)

。

と
こ
ろ
で
、
日
本
で
の
産
児
制
限
運
動
を
め
ぐ
っ
て
は
シ
ヅ
エ
自
身
が
、
新
聞
や
雑
誌
で
�
マ
ダ
ム
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
�
と
名

づ
け
ら
れ
諷
刺
画
を
描
か
れ
る
な
ど
し
た
と
語
っ
て
い
る
が

(

５)

、
実
は�

��
�
(M
onday,Sep,02,1935)

に
、‶M

adam
e
C
ontrol"

と
の
見
出
し
で
、�

���	

�
�
�

���

が
紹
介
さ
れ
て
い
る

(

６)

。
と
い
っ
て
も
、
揶
揄
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
�
マ
ダ
ム
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
�
と
か
ら
か
わ
れ
な
が
ら
も
敢
然
と
産
児
制
限
運
動
を
続
け
て
い
る
と
し
て
、
き
わ
め
て
好
意
的
な
記
事
と
な
っ

て
お
り
、�

���	

�
�
�

���

に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
茶
道
や
華
道
で
示
し
た
優
雅
さ
と
同
じ
落
ち
着
き
を
も
っ
て
、
自
ら
の
主

張
を
訴
え
続
け
て
い
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
大
ま
か
で
は
あ
る
が
、
一
部
の
人
々
の
間
で
は
あ
れ
シ
ズ
エ
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
一
定
の
知
名
度
を
得
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
。

五

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
婦
人
参
政
権
構
想

八
月
一
五
日
敗
戦
。
八
月
三
〇
日
連
合
軍
最
高
司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
厚
木
飛
行
場
に
降
り
立
ち
、
九
月
二
日
に
は

｢

ミ
ズ

リ
ー
号｣

上
で
降
伏
文
書
が
調
印
さ
れ
た
。
以
後
占
領
軍
は
着
々
と
占
領
体
制
を
整
備
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
一
〇
月
一
一
日
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に
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が

｢

五
大
改
革｣

を
指
示
し
、
そ
の
ト
ッ
プ
に

｢

婦
人
解
放
―
婦
人
参
政
権
付
与｣

が
掲
げ
ら
れ
た
。
同
日

夕
刻
五
時
幣
原
首
相
が
着
任
挨
拶
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
訪
問
し
た
際
に
示
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
と
き
幣
原
が

｢

昨
日
の
閣
議
で

す
で
に
決
定
し
ま
し
た｣

と
報
告
し
た
。
こ
の
こ
と
は

｢

際
ド
イ
所
デ
後
手
ニ
ナ
ラ
ナ
カ
ッ
タ
コ
ト
ハ
、
政
府
ノ
面
目
カ
ラ
言
ッ

テ
非
常
ニ
宣
カ
ッ
タ

(

７)｣

と
日
本
側
に
言
わ
し
め
、
そ
の

｢

先
手｣

は
今
や
知
る
人
ぞ
知
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
語
ら
れ
る
に
至
っ

て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
は
前
史
が
あ
っ
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
赴
任
前
す
で
に
婦
人
参
政
権
付
与
の
意
思
を
固
め
、
非
公
式
な
が
ら
、

そ
れ
を

｢

五
大
改
革
指
令｣
の
前
に
日
本
側
に
指
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
的
事
実
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
ず
、
日
本
占
領
の
た
め
マ
ニ
ラ
か
ら
厚
木
へ
向
か
う
専
用
機
の
な
か
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
Ｃ
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将
や
Ｂ
・

フ
ェ
ラ
ー
ズ
准
将
に
自
分
の
改
革
シ
ナ
リ
オ
を
一
一
項
目
口
述
筆
記
さ
せ
た
。
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
述
べ
て
い
る
。

｢[

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が]

コ
ー
ン
コ
ッ
プ
の
パ
イ
プ
を
ふ
か
し
な
が
ら
時
お
り
た
ち
ど
ま
っ
て
は
あ
れ
こ
れ
浮
か
ぶ
構
想
を

私
に
口
述
し
、
機
上
を
行
っ
た
り
戻
っ
た
り
す
る
姿
を
今
で
も
あ
り
あ
り
と
浮
か
べ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
構
想
は
日

本
占
領
政
策
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
…
…
第
一
に
軍
事
力
を
破
壊
す
る
…
…
次
に
代
議
政
治
体
制
を
つ
く
る
…
…

婦
人
に
参
政
権
を
与
え
る
…
…
政
治
犯
人
を
釈
放
す
る
…
…
農
民
を
解
放
す
る
…
…
自
由
な
労
働
運
動
を
確
立
す
る
…
…
自

由
経
済
を
奨
励
す
る
…
…
警
察
の
圧
制
を
廃
止
す
る
…
…
自
由
な
責
任
あ
る
新
聞
を
発
展
さ
せ
る
…
…
教
育
の
自
由
化
を
は

か
る
…
…
政
治
権
力
の
地
方
分
権
を
は
か
る

と
い
う
内
容
で
あ
っ
た｣

。｢

最
も
革
命
的
な
変
革
の
一
つ
は
婦
人
に
参
政

権
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
い
っ
た
よ
う
に
日
本
の
政
治
に
、
日
本
の
家
庭
の
精
神
力
を
加

え
る
た
め
で
あ
っ
た

(

８)｣

。
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ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
の
も
と
で
憲
法
に
女
性
の
権
利
を
明
記
す
る
こ
と
に
尽
力
し
た
ベ
ア
テ
・
シ
ロ
タ
も
、
機
上
で
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

構
想
に
触
れ
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
の｢

メ
モ
に
よ
る
と
、
婦
人
の
地
位
が
ト
ッ
プ
に
出
て
き
た
と
い
う｣

と
し
、
そ
れ
に
加
え
て
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
書
き
記
し
て
い
る
。｢

『

我
輩
は
、
日
本
に
着
い
た
ら
早
速
に
、
日
本
の
民
主
化
の
仕
事
に

着
手
す
る
つ
も
り
だ
。
陸
海
軍
を
解
体
し
て
古
い
軍
国
主
義
を
一
掃
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
第
一
に
手
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
こ
れ
は
君
た
ち
幕
僚
に
任
せ
て
、
日
本
改
造
に
専
念
す
る
つ
も
り
だ』｣

｢

日
本
の
婦
人
の
立
場
は
、
極
め
て
低
い
こ
と
は
、

諸
君
も
知
っ
て
い
る
通
り
だ
。
婦
人
に
参
政
権
を
与
え
る
こ
と
は
、
日
本
に
民
主
主
義
と
は
こ
ん
な
こ
と
だ
と
示
す
の
に
最
良
の

テ
ー
マ
だ
。
そ
し
て
、
速
や
か
に
行
な
わ
れ
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
…
…
政
治
犯
の
釈
放
、
秘
密
警
察
の
廃
止
、
秘
密
警
察
の
廃

止
、
労
働
組
合
の
奨
励
…
…
だ

(

９)｣
。
こ
こ
で
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
言
葉

｢

日
本
の
婦
人
の
立
場
は
、
極
め
て
低
い
こ
と
は
、
諸
君

も
知
っ
て
い
る
通
り
だ｣

に
注
目
す
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
男
女
差
別
の
実
態
に
つ
い
て
は
そ
の
時
点
で
彼
ら
の
共
通
認
識
と
な
っ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

シ
ヅ
エ
も
そ
の
機
上
で
の
構
想
に
つ
い
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
や
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
か
ら
直
接
聞
く
の
み
な
ら
ず
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

の
帰
国
後
に

｢

お
訪
ね
し
た
時
も
、
日
本
の
進
駐
時
代
の
感
想
を
お
話
し
に
な
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
同
じ
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

で
す
か
ら
私
が

『

参
政
権
下
さ
い』

な
ん
て
い
わ
な
く
て
も
、
向
こ
う
で
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
き
て
下
さ
っ
て
い

た

(

�)｣

と
振
り
返
っ
て
い
る
。

Ｅ
Ｓ
Ｓ

(

経
済
科
学
局)

の
二
代
目
労
働
課
長
Ｔ
・
コ
ー
エ
ン

[
一
九
四
六
年
二
月
就
任]

は
、
そ
の
話
を
フ
ェ
ラ
ー
ズ
か
ら

聞
い
た
と
い
う
。
た
だ
し
コ
ー
エ
ン
は
、
婦
人
参
政
権
を
含
め
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
婦
人
政
策
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
彼
は

｢

リ

ベ
ラ
ル
な
人
物
と
し
て
同
僚
に
は
信
頼
感
と
人
気
が
あ
っ
た
人

(

�)｣

と
い
わ
れ
る
が
、
こ
と
婦
人
に
関
し
て
は
リ
ベ
ラ
ル
と
は
程
遠
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い
人
物
だ
っ
た
よ
う
だ
。
彼
は
い
う
。｢

婦
人
解
放
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
、[

ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
の]

指

令
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
婦
人
が
解
放
さ
れ
て
選
挙
に
参
加
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
事
態
を
変
え
る
と
は
思
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た｣

。｢

占
領
軍
は
、
本
来
の
任
務
以
外
の
事
柄
に
立
ち
入
っ
た
と
言
え
ま
す｣

。｢

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
見
解
は
、

婦
人
解
放
を
日
本
民
主
化
の
重
要
な
柱
の
一
つ
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
私
は
そ
れ
は
必
ず
し
も
正
し
か
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
日
本
の
国
内
問
題
で
あ
る
か
ら
で
す

(

�)｣

。

コ
ー
エ
ン
は
回
想
録
で
も

｢

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
婦
人
参
政
権
を
ふ
く
め
、
女
性
解
放
に
も
責
任
を
負
っ
た
。
将
来
に
は
恩
恵

が
あ
り
、
重
要
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
ど
ち
ら
も
占
領
の
全
体
の
流
れ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
で
あ
る

(

�)｣

と
不
満
な
口
吻
を
も
ら
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
婦
人
参
政
権
は

｢

日
本
の
民
主
化｣

と
は
無
縁
で
、
戦
略
的
に

も
無
益
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

六

｢

五
大
改
革
指
令

第
１
項
婦
人
解
放

婦
人
参
政
権
付
与｣

を
め
ぐ
っ
て

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の

｢

五
大
改
革
指
令｣

に
お
け
る

｢
婦
人
参
政
権
付
与｣

は
、
占
領
政
策
と
し
て
は
唐
突
な
も
の
で
あ
っ
た
。

戦
中
の
占
領
計
画
に
お
い
て
婦
人
参
政
権
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
た
形
跡
は
ま
っ
た
く
な
い
。
進
駐
直
後
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
諸
改
革
の
基

礎
と
な
っ
た
一
連
の

｢

初
期
方
針｣

に
も

｢

婦
人｣

の
文
字
な
ど
そ
の
影
さ
え
見
え
な
い
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
る
と
、
婦
人
参
政
権
付
与
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
連
合
国
の

｢

い
わ
ゆ
る
日
本
通｣

か
ら
多

く
の
非
難
を
受
け
た
。
理
由
は

｢

日
本
婦
人
は
夫
へ
の
服
従
の
伝
統
に
染
ま
り
過
ぎ
て
い
て
、
政
治
的
に
独
立
し
て
振
舞
う
な
ど

は
と
て
も
で
き
な
い｣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
、
バ
ー
ン
ズ
国
務
長
官
、
フ
ー
バ
ー
元
大
統
領
な
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ど
か
ら
は
積
極
的
な
支
持
を
得
た
と
い
う

(

�)

。

国
際
的
に
は
そ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
婦
人
参
政
権
付
与
の
意
志
を
固
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
改
革
理
念
は

占
領
初
期
の
民
主
的
改
革
に
燃
え
て
い
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
ト
ッ
プ
や
リ
ベ
ラ
ル
な
ス
タ
ッ
フ
に
受
容
さ
れ
、
了
解
さ
れ
、
共
有
さ
れ
る

と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、｢

婦
人
参
政
権
付
与｣

を

｢

五
大
改
革
指
令｣

の
一
つ
と
し
て
公
式
に
指
示
す
る
前
、

九
月
一
五
日
に
は
東
久
邇
首
相
と
の
第
一
回
会
談
に
お
い
て
、
一
〇
月
四
日
に
は
近
衛
文
麿
と
の
会
談
に
お
い
て
、
婦
人
参
政
権

付
与
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
。

シ
ヅ
エ
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、｢

日
本
の
婦
人
に
非
常
に
い
い
感
情
を
も
っ
て
お
り｣

、
日
本
の
男
性
は

｢

威
張
っ
て

い
て
、
行
儀
が
悪｣

い
が
、
女
性
は｢

完
全
で
、
…
…
犠
牲
的
な
精
神
が
強
く
て
、
夫
に
仕
え
て
、
子
供
を
育
て
て
…
…｣

と
語
っ

て
い
た
と
い
う

(

�)

。

実
際
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
少
な
く
と
も
婦
人
の
政
策
に
関
し
て
は
、
日
本
の
男
性
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
民
法
改

正
委
員
会
の

｢

幹
事｣

と
し
て
家
族
制
度
廃
止
に
深
く
関
与
し
た
川
島
武
宜
は
、
民
法
改
正

(

家
族
制
度
の
廃
止)

や
公
娼
制
度

の
廃
止
に
熱
心
に
と
り
く
ん
だ
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
Ａ
・
オ
プ
ラ
ー
か
ら
、
こ
う
言
わ
れ
た
と
い
う
。｢

一
度
ウ
ィ
ー
ド

に
会
え｣

｢

家
族
制
度
に
つ
い
て
は
Ｃ
Ｉ
Ｅ(

民
間
情
報
教
育
局)

の
ミ
ス
・
ウ
ィ
ー
ド
が
強
い
権
限
を
も
っ
て
い
る
。
マ、
ッ、
カ、
ー、

サ、ー、が、、
ミ、ス、・
ウ、ィ、ー、ド、が、Ｏ、Ｋ、し、な、い、と、家、族、法、改、正、は、進、め、ら、れ、な、い、よ、う、に、命、、令、し、た、ん、だ、｣

(

傍
点
―
引
用
者

(

�))

。
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
は
日
本
の
男
性
の
婦
人
解
放
に
対
す
る
拒
否
的
心
理
・
否
定
的
心
性
を
知
悉
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
日
本
女
性
に
対
す
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
好
意
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
助
力
の
表
明
と
実
践
を
促
し
た
日
本
女
性

を
め
ぐ
る
情
報
、
予
備
知
識
は
ど
こ
か
ら
得
て
い
た
の
か
。
筆
者
は
間
接
的
に
せ
よ
百
科
全
書『

概
観』

に
お
け
る｢

婦
人
関
係｣

の
叙
述
か
ら
、
い
や
、
シ
ヅ
エ
の
著
書
そ
の
も
の
か
ら
得
た
可
能
性
さ
え
も
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
女
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性
の
封
建
的
・
差
別
的
地
位
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
忍
耐
力
や
家
族
へ
の
献
身
、
社
会
的
見
識
の
高
さ
を
知
り
、
そ
れ
が
彼
の
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
思
想
に
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
歴
史
局
面
で
そ
こ
ま

で
詳
し
い
日
本
婦
人
の
実
情
を
ど
の
よ
う
に
知
り
え
た
と
い
え
よ
う
か
。

こ
こ
で
フ
ェ
ラ
ー
ズ
に
注
目
し
た
い
。
彼
は
ま
さ
に
百
科
全
書

『

概
説』

を
策
定
し
た
Ｏ
Ｓ
Ｓ
内
に
あ
っ
て
心
理
戦
＝
情
報
戦

の
中
心
に
位
置
し
、
か
つ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
ま
ず
、
彼
は
大
学
卒
業
後
一
九
三
六
年
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ

ン
国
軍
創
設
の
た
め
マ
ニ
ラ
で
軍
事
顧
問
の
地
位
に
あ
っ
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
ケ
ソ
ン
大

統
領
と
の
間
の
連
絡
官
を
務
め
て
い
た
。
こ
の
と
き
フ
ェ
ラ
ー
ズ
は
た
ち
ま
ち
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
心
酔
し
た
ら
し
い

(

�)

。
日
米
開
戦

時
は
エ
ジ
プ
ト
に
駐
留
し
て
い
た
が

(

ア
メ
リ
カ
大
使
館
付
陸
軍
武
官
兼
イ
ギ
リ
ス
軍
観
戦
武
官
と
し
て)

、
当
時
ア
メ
リ
カ
極

東
陸
軍
の
司
令
官

(

少
将)

だ
っ
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
呼
ば
れ
顧
問
と
な
り
、｢

バ
タ
ー
ン
・
ボ
ー
イ
ズ｣

を
構
成
す
る
側
近
グ

ル
ー
プ
の
一
人
と
な
っ
た
。
四
二
年
七
月
か
ら
一
年
ほ
ど
は
Ｏ
Ｓ
Ｓ
の

｢

心
臓｣

に
あ
た
る
計
画
本
部
に
勤
務
。
そ
の
後
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
に
あ
っ
た
南
西
太
平
洋
軍
の
最
高
司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
も
と
に
司
令
部
統
合
計
画
部
長
・
心
理
戦
作
戦
部
長
と
し

て
派
遣
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
心
理
戦
戦
略
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
そ
し
て
、
四
四
年
か
ら
は
二
年
間
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
軍
事

秘
書
を
務
め
て
い
た
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
軍
事
秘
書
補
佐
を
務
め
て
い
た
フ
ォ
ビ
ア
ン
・
バ
ワ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
実
際
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
フ
ェ
ラ
ー

ズ
は
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。
彼
は
語
っ
て
い
る
。｢
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
本
当
に
親
し
か
っ
た
人
物
を
ひ
と
り
だ
け
あ

げ
る
と
す
れ
ば
、
フ
ェ
ラ
ー
ズ
で
し
ょ
う
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
側
近
の
中
で
、
フ
ェ
ラ
ー
ズ
だ
け
が
日
本
に
つ
い
て
深
い
知
識
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
彼
以
外
の
人
間
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
日
本
人
に
つ
い
て
の
情
報
を
彼
に

頼
っ
て
い
た
の
で
す

(

�)｣

。
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実
は
、
フ
ェ
ラ
ー
ズ
自
身
が
先
に
触
れ
た
厚
木
へ
向
か
う
機
上
で
の
話
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
証
言
を
残
し
て
い
る
。｢

マ
ッ

カ
ー
サ
ー
は
、
壮
麗
な
富
士
山
が
視
界
に
入
っ
て
き
た
頃
、
着
手
し
た
い
占
領
政
策
の
見
取
り
図
と
し
て
、
①
軍
隊
の
武
装
解
除
、

②
教
育
の
民
主
化
、
③
婦
人
参
政
権
の
付
与
、
④
戦
争
産
業
の
破
壊
、
⑤
労
働
組
合
の
結
成
奨
励
を
挙
げ
た
。
そ
こ
で
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
と
私
は
、
こ
う
し
た
日
本
へ
の
徹
底
的
な
介
入
、
と
り
わ
け
婦
人
の
参
政
権
の
付
与
の
効
果
に
つ
い
て
意
見
を
交
換(discuss)

し
た

(

�)｣

。
そ
の
際
の
会
話
と
思
わ
れ
る
が
、
フ
ェ
ラ
ー
ズ
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が

｢

日
本
の
女
性
に
参
政
権
を
与
え
よ
う
。
女
性
は

い
つ
で
も
自
分
の
子
供
が
戦
場
で
死
ぬ
こ
と
を
好
ま
な
い
。
女
性
の
参
政
権
が
、
日
本
の
軍
国
主
義
を
や
っ
つ
け
る
力
に
な
る
だ

ろ
う

(

�)｣

と
語
っ
た
と
も
い
う
。

以
上
、
こ
う
し
た
証
言
か
ら
み
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の

｢

婦
人
政
策｣

を
め
ぐ
る
情
報
は
フ
ェ
ラ
ー
ズ
か
ら
得
た
と
こ
ろ
が
大

き
か
っ
た
、
そ
し
て
、
そ
の
淵
源
は
百
科
全
書

『

概
観』

に
お
け
る

｢

婦
人
関
係｣

の
所
述
、
あ
る
い
は
、
シ
ヅ
エ
の
著
書
そ
の

も
の
に
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

七

加
藤
シ
ヅ
エ
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ

｢

五
大
改
革
指
令｣

が
提
示
さ
れ
る
ま
で
に
、
実
は
日
本
人
当
事
者
の
意
向
の

｢

確
認
作
業｣

が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
日
本
占

領
に
あ
た
っ
て
、｢

自
由
と
寛
容
と
正
義｣

に
基
づ
く
世
界
平
和
の
構
築
を
よ
び
か
け
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
そ
の
占
領
初
期
の

改
革
の
季
節
に
あ
っ
て
理
想
的
な
占
領
を
志
向
し
、
日
本
人
の

｢

自
主
性｣

を
重
ん
じ
た
。

｢

私
か
ら
の
強
制
や
、
私
な
い
し
私
の
背
後
に
あ
る
も
の
に
対
す
る
恐
怖
で
、
日
本
の
新
し
い
政
府
か
ら
よ
い
も
の
が
生
れ
出

る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
形
で
押
し
つ
け
た
変
革
は
、
私
が
い
る
間
し
か
続
か
ず
、
私
が
日
本
か
ら
去
っ
た
と
た
ん
に
消
え

316



て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
こ
う
い
っ
た
事
柄
は
日
本
人
自
身
の
発
意
で
、
日
本
人
自
身
が
ほ
ん
と
う
に
そ
れ
を
求
め
て
実
行
す
べ

き
も
の
な
の
だ

(

�)｣

。
こ
れ
が
当
時
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
だ
っ
た
。

先
に
触
れ
た
川
島
武
宜
が
こ
れ
を
具
体
的
に
裏
づ
け
て
い
る
。
占
領
権
力
の
絶
対
性
を
前
提
と
し
つ
つ
、
彼
は
こ
う
語
っ
て
い

る
。
占
領
政
策
は

｢

上
か
ら

『

命
令』

し
て

『

強
制』

す
る
の
で
は
な
く
、
可
能
な
限
り
、
日
本
人
の
中
の
民
主
主
義
者

(

Ｇ
Ｈ

Ｑ
の
人
々
は
、
し
ば
し
ば‶dem

ocratic
elem
ents"

と
い
う
こ
と
ば
を
つ
か
っ
て
い
ま
し
た)

に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
自
主
的
に
民

主
化
を
す
す
め
て
い
く
方
が
、
民
主
主
義
と
い
う
も
の
が
根
を
下
ろ
し
定
着
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
が
、[

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の]

基
本

的
政
策
に
な
っ
て
い
た

(
�)｣
。
そ
も
そ
も
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
は
、｢

将
来
の
日
本
政
府
の
あ
り
方
は
、
自
由
に
表
明
さ
れ
た
日
本
国

民
の
意
志
に
よ
る｣

と
明
記
さ
れ
て
い
た
。

竹
前
栄
治
は
論
じ
て
い
る
。

｢

五
大
改
革
指
令
は
す
で
に

『

初
期
方
針』

や
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
厚
木
に
来
る
飛
行
機
の
中
で
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
に
指
示
し

た

『

当
面
の
政
策』

一
一
項
目
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
。
当
面
の
政
策
の
な
か
か
ら
、
と
く
に
こ
の
五
つ
が
優
先
的
に
選

ば
れ
た
の
は
、
占、
領、
軍、
が、
進、
駐、
前、
か、
ら、
準、
備、
し、
て、
い、
た、
友、
好、
的、
日、
本、
人、
リ、
ス、
ト、
か、
ら、
選、
ん、
だ、
指、
導、
者、
と、
の、
イ、
ン、
タ、
ビ、
ュ、
ー、
に、

よ、
る、
と、
こ、
ろ、
が、
大、
き、
か、
っ、
た、
。
た、
と、
え、
ば、
、
民、
間、
情、
報、
教、
育、
局、
の、
ベ、
ア、
ス、
ト、
ッ、
ク、
大、
尉、
や、
ツ、
カ、
ハ、
ラ、
中、
尉、
は、
、
進、
駐、
直、
後、
の、

九、
月、
に、
、
加、
藤、
勘、
十、
に、
労、
働、
組、
合、
関、
係、
の、
顧、
問、
を、
、
加、
藤、
シ、
ヅ、
エ、
に、
婦、
人、
関、
係、
の、
顧、
問、
を、
、
ま
た
そ
の
後
ダ
イ
ク
准
将
は
文

部
省
を
通
し
て
岸
本
英
夫
に
同
局
の
顧
問
を
そ
れ
ぞ
れ
依
頼
し
、
当、
面、
占、
領、
軍、
の、
と、
る、
べ、
き、
措、
置、
の、
優、
先、
度、
に、
つ、
い、
て、
助、
言、

を、
求、
め、
た、｣

(

傍
点
―
引
用
者

(

�))

。
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で
は
、
シ
ヅ
エ
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
で
実
際
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
見
る
前
に
ま
ず
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た

当
時
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
機
構
や
配
置
な
ど
を
若
干
確
認
し
て
お
こ
う
。

占
領
行
政
の
推
進
に
あ
た
っ
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
間
接
占
領
で
は
あ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
・
言
語
・
慣
習
等
と
は
異
な
る
占
領

行
政
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
質
量
と
も
に
民
事
行
政
の
優
れ
た
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
九
月
一
五
日
に

は
Ｅ
Ｓ
Ｓ

(
経
済
科
学
局)

を
、
次
い
で
九
月
二
二
日
に
は
Ｃ
Ｉ
Ｅ

(

民
間
情
報
教
育
局)

を
、
Ｍ
Ｇ
Ｓ

(

軍
政
局
、
八
月
五
日

設
置
。
政
務
・
経
済
・
財
政
・
公
共
衛
生
福
祉
・
広
報
・
人
事
・
政
策
実
施
・
補
給
・
庶
務
・
記
録
・
通
訳
な
ど
か
ら
成
る)

か

ら
独
立
さ
せ
た
。
前
者
に
は
Ｍ
Ｇ
Ｓ
の
経
済
と
財
政
の
任
務
を
拡
大
す
る
か
た
ち
で
労
働
課
の
ほ
か
諸
課
が
設
け
ら
れ
た
が
、
当

初
は
各
課
と
も
将
校
以
上
の
ス
タ
ッ
フ
は
数
名
に
す
ぎ
ず
、
任
務
も
あ
ま
り
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
後
者
は
、
前
者
の
策
定
す
る

制
度
を
支
え
る
精
神
風
土
、
教
育
、
宗
教
な
ど
の
文
化
的
側
面
の
非
軍
事
化
・
民
主
化
を
担
当
す
る
と
さ
れ
た
が
、
ご
く
初
期
に

は
労
働
組
合
運
動
な
ど
も
担
当
し
た
(

�)
。

シ
ヅ
エ
は
こ
う
し
た
あ
わ
た
だ
し
い
開
幕
期
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
非
公
式
の
顧
問
と
し
て
入
り
、
婦
人
参
政
権
付
与
の
必
要
性
な
ど
を

訴
え
る
の
で
あ
る
が
、
彼
女
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
へ
の
関
与
は
、
軍
政
局
員
時
代
の
塚
原
太
郎
少
尉

(

二
世)

の
加
藤
勘
十
・
シ
ヅ
エ
夫
妻

宅
へ
の
訪
問
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
勘
十
が
語
る
。

｢

九
月
の
二
日
か
三
日
ご
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
塚
原
と
い
う
二
世
の
少
尉
が
私
の
家
に
き
た
ん
で
す
よ
、
ベ
ア
・
ス
ト
ッ

ク
と
い
う
大
尉
が
、
お
目
に
か
か
り
た
い
か
ら
き
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で

(

�)｣

。

他
方
、
シ
ヅ
エ
は
こ
う
話
す
。

318



｢

日
比
谷
に
司
令
部
が
で
き
て
間
も
な
く
の
あ
る
日

[

Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ａ
Ｆ
Ｐ
Ａ
Ｃ
が
横
浜
か
ら
東
京
へ
移
駐
し
た
九
月
一
七

日
？]

、
私
の
家
の
前
に
ジ
ー
プ
が
止
ま
っ
た
の
ね
。
…
…
中
か
ら
塚マ

本マ

太
郎
さ
ん
と
い
う
二
世
の
大マ

尉マ

の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ

て
…
…

(
�)｣

。
｢

ご
用
向
き
は

『

今
後
日
本
に
民
主
主
義
の
い
ろ
い
ろ
な
法
律
を
作
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
の
で
、
ご
夫
妻
に
非
公
式
な

顧
問
を
引
き
受
け
て
も
ら
い
た
い』

と
の
こ
と
で
、
特
に
加
藤
に
は
、『

労
働
問
題
に
関
す
る
法
律
や
何
か
を
作
る
時
、
顧

問
と
し
て
相
談
に
乗
っ
て
意
見
を
述
べ
て
も
ら
い
た
い
っ
て
い
う
ご
依
頼
な
の』

。
そ
し
て
私
に
は

『

…
…
婦
人
の
い
ろ
い

ろ
な
問
題
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら
い
い
か
意
見
を
述
べ
て
も
ら
い
た
い』

と
い
う
重
ね
て
の
要
請
が
あ
り
ま
し
た

(

�)｣

。

か
く
て
、
シ
ヅ
エ
に
よ
れ
ば
、
夫
妻
と
も

｢

ア
ー
サ
ー
・
バ
ー
ス
ト
ッ
ク
大マ

尉マ

に
招
か
れ
、
労
働
運
動
に
関
す
る
情
報
の
確
認

に
協
力
す
る
よ
う
要
請
さ
れ｣

た

(

�)

。

シ
ヅ
エ
の
い
う

｢

バ
ー
ス
ト
ッ
ク｣

、
勘
十
の
い
う

｢

ベ
ア
・
ス
ト
ッ
ク｣

と
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
情
報
課
企
画
担
当

(

企
画
・
分

析
の
責
任
者
。
当
時
は
ま
だ
課
の
形
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
各
担
当
に
責
任
者
が
お
か
れ
て
い
た)

の
ア
ー
サ
ー
・
ベ
ア
ス
ト
ッ

ク

(A
rthur

B
ehrstock)

に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
に
あ
っ
て
塚
原
の
上
司
、
そ
し
て
Ｃ
Ｉ
Ｅ
局
長
Ｋ
・
ダ
イ
ク
の
部

下
で
あ
り
、
実
務
担
当
者
と
し
て
そ
の
責
任
の
多
く
を
負
っ
て
い
た
。

勘
十
は
ベ
ア
ス
ト
ッ
ク
と
の
面
談
の
初
日
の
様
子
を
こ
う
伝
え
て
い
る
。

｢

五
百
三
十
何
名
か
あ
っ
た
日
本
の
社
会
主
義
者
、
労
働
運
動
家
の
カ
ー
ド
を
出
し
て
、
こ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
、
ひ
と
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つ
見
て
も
ら
え
ん
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
…
…
見
た
が
、
実
に
正
確
な
ん
で
す
ね｣

。

シ
ヅ
エ
が
付
言
す
る
。

｢

加
藤
勘
十
と
い
う
の
は
、
…
…
こ
う
い
う
思
想
で
、
…
…
政
府
か
ら
こ
う
い
う
弾
圧
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
な
ん
か
、

く
わ
し
く
調
べ
て
、
そ
れ
で
塚マ

本マ

さ
ん
を
迎
え
に
よ
こ
し
た
の
で
す

(

�)｣

。

お
そ
ら
く
ベ
ア
ス
ト
ッ
ク
か
ら
と
思
わ
れ
る
が
、
シ
ヅ
エ
が
最
初
に
受
け
た
質
問
は

｢

日
本
の
婦
人
は
、
戦
前
ど
う
い
う
こ
と

で
一
番
苦
し
ん
で
い
た
の
で
す
か
。
そ
れ
で
何
を
一
番
求
め
て
い
た
の
で
す
か｣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ヅ
エ
は
、｢

人
間

と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
し
た｣

と
家
族
制
度
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
、｢

民
主
主
義
国
・
日
本
を
作
る
な
ら
、

ど
う
し
て
も
婦
人
に
参
政
権
を
与
え
て
く
れ
な
い
と
意
味
が
な
い｣

と
主
張
し
た

(

�)

。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
の
幕
僚
に
も
、
機
会
あ

る
ご
と
に
婦
人
参
政
権
付
与
を
訴
え
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
次
の
事
実
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
シ

ヅ
エ
が
後
に
戦
後
第
一
回
総
選
挙
に
立
候
補
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
Ｃ
・
ウ
イ
ロ
ビ
ー
の

｢

い
ま
ま
で
参
政
権
、
参
政
権
と
叫

ん
だ
と
い
う
話
だ
が
、
全
然
準
備
し
て
い
な
い
の
か

(

�)｣

と
の
言
葉
に
背
を
押
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
そ
の
後
、
加
藤
夫
妻
は
鈴
木
文
治
、
松
岡
駒
吉
な
ど
労
働
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
人
々
と
と
も
に
一
週
間
に
一

度
Ｃ
Ｉ
Ｅ
に
出
向
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
合
多
く
は
シ
ヅ
エ
が
通
訳
し
、
勘
十
の
場
合
に
は
ほ
と
ん
ど
彼
女
が
行
な
っ
た

(

�)

。
そ

の
点
に
関
連
し
て
、｢

そ
れ
じ
ゃ
、
勘
十
先
生
と
シ
ヅ
エ
先
生
が
中
心
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね｣

と
の
問
い
に
対
し
、
シ
ヅ
エ
は

｢

そ
う
、
カ
ペ
ンマ

スマ

キ
ー
が
お
聞
き
に
な
っ
て
ね｣

と
答
え
て
い
る

(

�)

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
会
合
の
多
く
は
Ｗ
・
カ
ル
ピ
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ン
ス
キ
ー

(

Ｅ
Ｓ
Ｓ
の
初
代
労
働
課
長
、
八
月
末
来
日)

と
ベ
ア
ス
ト
ッ
ク
が
出
席
し
、
そ
の
際
の
質
問
は
主
に
当
時
労
働
組
合

の
再
建
問
題
の

｢

責
任
の
衝

(

�)｣

に
あ
た
っ
て
い
た
カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
が
行
な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

八

加
藤
シ
ヅ
エ
の
Ｃ
Ｉ
Ｅ
非
公
式
顧
問
就
任
を
め
ぐ
っ
て

カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
は
、
塚
原
太
郎
が
ベ
ア
ス
ト
ッ
ク
の
指
示
で
加
藤
夫
妻
を
訪
問
す
る
に
あ
た
っ
て
、
実
は
そ
れ
以
前
に
彼
ら

の
ほ
か
鈴
木
文
治

(
当
時
自
宅
監
禁)

、
松
岡
駒
吉
な
ど
戦
前
の
労
働
組
合
関
係
者
の
所
在
を
突
き
止
め
る
作
業
を
行
な
っ
て
い

た
。
カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
加
藤
夫
妻
と
鈴
木
の
所
在
は
彼
が
憲
兵
隊
に
命
じ
て
日
本
政
府
に
彼
の
居
場
所
を
見
つ
け
る

よ
う
に
頼
み
そ
こ
で
判
明
し
た
。
そ
の
他
の
人
々
に
つ
い
て
は
厚
生
大
臣
に
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
と
し
て
所
在
を
確
か
め
る
よ
う
命
じ
た
。

彼
ら
に
つ
い
て
カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
は
、｢
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
時
代
に
も
本
で
知
っ
て
い
た

(

�)｣

と
い
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
加
藤
夫
妻
が
非
公
式
顧
問
に
就
任
す
る
に
あ
た
っ
て
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
の
人
脈
と
し
て
、｢

カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー

↓
ベ
ア
ス
ト
ッ
ク
↓
塚
原
太
郎｣

と
い
う
ラ
イ
ン
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
は
シ
ヅ
エ
の�

�����
�
�
	


���

の
内
容
を
熟
知
し
て
い
た
。
質
問
に
対
し
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
時
代
以
前

と
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
在
学
中
の
二
回
読
み
、
戦
後
労
働
課
長
時
代
に
も
同
書
を
も
っ
て
い
た
と
答
え
て
い
る

(

�)

。
彼
は
、
着
任
前
に

対
日
占
領
の
民
政
行
政
官
に
な
る
た
め
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
付
置
民
事
要
員
訓
練
所
に
在
学
し

(

一
九
四
四
年
一
一
月
〜
四
五
年

三
月)

、
そ
の
卒
業
論
文
と
し
て
、｢

日
本
労
働
問
題
概
観｣

(

空
軍
大
尉
名
、
一
九
四
五
年
三
月
七
日
付)

を
書
き
あ
げ
て
い
た
。

同
論
文
は
、｢

詳
細
に
戦
前
・
戦
時
の
日
本
の
労
働
の
状
況
を
分
析
し

『
考
察』

の
形
で
対
策
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
驚
異
に
値

す
る

(

�)｣

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
女
子
の
労
働
問
題
に
も
目
配
り
が
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
シ
ヅ
エ
の

�
�����

�
�
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�
���

が
基
礎
的
資
料
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

シ
ヅ
エ
は
、�

����	


�
�
�
���

を
め
ぐ
っ
て
、｢

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
将
校
の
皆
さ
ん
も
…
…
本
国
の
民
政
要
員
訓
練
所
で
テ
キ
ス
ト

と
し
て
使
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
日
本
婦
人
の
こ
と
は
す
で
に
よ
く
存
じ
て
お
ら
れ
た
こ
と
に
驚
き
ま
し
た

(

�)｣

、｢

進
駐
軍
は
、
も
う

じ
き
日
本
は
降
伏
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
指
導
す
る
役
割
の
将
校
の
方

(

民

間
人
だ
が
身
分
は
将
校)

が
日
本
に
つ
い
て
半
年
前
か
ら
勉
強
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
私
の
本
は
そ
の
時
の
参
考
書
の
一
つ
に
な

り
ま
し
た

(

�)｣

と
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
実
は
、
占
領
当
初
カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
は

｢

石
本
シ
ヅ
エ｣

の
名
は
知
っ
て
い
た
も
の
の
、
勘
十
の
妻

｢

加
藤
シ
ヅ
エ｣

が
そ
の
人
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
述
べ
て
い
る
。｢

石
本
シ
ヅ
エ｣

が
、｢

勘
十
さ
ん
と
結
婚
し
た
の
は
知
り
ま
せ
ん

で
し
た

(

�)｣

。
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
は
占
領
当
初
必
ず
し
も
シ
ヅ
エ
と
の
接
触
を
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

だ
が
、
カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
は
、
シ
ヅ
エ
と
面
談
し
て
そ
の
識
見
を
改
め
て
認
識
し
、
当
時
取
り
組
ん
で
い
た
労
働
組
合
法
の
起

案
に
あ
た
っ
て
何
ら
か
の
示
唆
を
得
た
い
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
語
っ
て
い
る
。
シ
ヅ
エ
は

｢

婦
人
の
権
利
に
も
関
心
が

あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
私
は
彼
女
が
労
働
組
合
を
考
え
る
場
合
で
も
、
婦
人
や
子
供
の
地
位
に
よ
り
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
し
た

(

�)｣

。
事
実
、
四
五
年
一
二
月
二
二
日
制
定
の

｢
労
働
組
合
法｣

に
は
、
組
合
に
お
け
る
男
女
平
等
が

｢

組
合
員
の

資
格
は
、
性
に
よ
っ
て
差
別
を
し
て
は
な
ら
な
い｣

(

第
五
条)
と
法
的
に
確
定
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
は
、｢

労
働
組
合
法｣

の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、｢『
労
働
法
に
は
ど
ん
な
規
定
を
入
れ
て
ほ
し
い
か』

『

ど
ん

な
法
律
に
し
た
ら
よ
い
の
か』｣

な
ど
に
つ
い
て

｢

い
ろ
ん
な
人
か
ら
の
意
見｣

を
聞
い
た
と
述
べ
、
さ
ら
に

｢

五
大
改
革
指
令｣

の
二
番
目
に
掲
げ
ら
れ
た

｢『

労
働
組
合
の
結
成
は
助
長
さ
れ
る
べ
し』

と
い
う
項
目
は
ど
な
た
が
お
書
き
に
な
っ
た
の
で
す
か｣
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と
の
竹
前
の
質
問
に
、｢

私
が
書
き
ま
し
た｣

と
答
え
て
い
る

(

�)

。
と
す
れ
ば
、
第
一
項
の

｢

婦
人
参
政
権
の
付
与
に
よ
る
日
本
婦

人
の
解
放
＝
日
本
婦
人
は
政
治
体
の
一
員
と
し
て
家
庭
の
安
寧
に
直
接
役
立
つ
新
し
い
概
念
の
政
治
を
日
本
に
招
来
す
る
で
あ
ろ

う｣
は
誰
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
直
接
的
な
証
言
は
未
見
で
、
ま
た
特
定
す
る
に
十
分
な
史
料
の
集
積

も
な
し
え
て
い
な
い
。
今
後
も
引
続
き
史
料
の
渉
猟
に
努
め
た
い
。

た
だ
、｢
婦
人
参
政
権｣

を｢

五
大
改
革
指
令｣

の
ト
ッ
プ
に
据
え
た
の
は
、
機
上
で
す
で
に
心
を
固
め
て
い
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

に
相
違
な
か
ろ
う
。
彼
の
内
な
る
心
の
軌
跡
を
正
確
に
辿
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
婦
人
参
政
権
付
与
の
意
思
は
他
の
男
性
将
校

に
は
見
ら
れ
な
い
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
思
想
を
そ
の
根
に
も
ち
、
そ
れ
が

｢

五
大
改
革
指
令｣

の
筆
頭
に
お
か
れ
た
の
は
、
す
べ
て
の

面
で
劣
位
に
お
か
れ
、
隷
属
を
強
い
ら
れ
て
い
た
日
本
女
性
に
対
す
る
同
情
や
共
感
が
い
よ
い
よ
新
生
日
本
を
創
出
す
る
と
い
う

歴
史
的
段
階
に
至
っ
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の

｢

気
負
い｣

と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
戦
後
初
の
総
選
挙

(

四
六
年
四
月
一
日)

に
あ
た
っ
て
は
婦
人
議
員
を
立
候
補
・
当
選
さ
せ
る
裏
工
作
も
行
わ
れ
て
い

た
。
ソ
ー
プ
准
将
が
回
顧
録
で
明
か
し
て
い
る
。
シ
ヅ
エ
な
ど
六
人
の
婦
人
を
招
い
て
、
立
候
補
す
る
な
ら
精
神
的
・
物
質
的
な

援
助
を
惜
し
ま
な
い
と
約
束
し
た
。
こ
の
事
実
に
加
え
て
ソ
ー
プ
准
将
は
シ
ヅ
エ
の
印
象
を
こ
う
記
し
て
い
る
。
日
本
女
性
の
法

的
地
位
の
向
上
の
た
め
に
長
い
間
闘
っ
て
き
た
指
導
者
で
あ
る
が
、
優
雅
で
魅
力
的
な
婦
人
で
あ
っ
た

(

�)

。

ほ
か
に
も
、
ベ
ア
ス
ト
ッ
ク
の
上
司
で
あ
る
Ｃ
Ｉ
Ｅ
局
長
Ｋ
・
ダ
イ
ク
准
将
が
シ
ヅ
エ
に
立
候
補
を
勧
め
て
い
た

(

�)

。

九

結
び
を
か
ね
て

以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
民
主
化
政
策
と
し
て
婦
人
参
政
権
が
高
々
と
掲
げ
ら
れ
た
の
は
、
日
本
占
領
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
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マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
意
思
と
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
シ
ヅ
エ
の
戦
前
の
著
作�

�����
�
�
	


�
��

を
含
む
婦
人
解
放

へ
の
献
身
と
、
戦
後
に
お
け
る
非
公
式
の
顧
問
と
し
て
の
進
言
と
い
う
か
た
ち
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

シ
ヅ
エ
は

｢

日
本
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ｣

説
に
つ
い
て
の
質
問
を
受
け
て
こ
う
抗
弁
す
る
。｢

た
し
か
に
堀
切
さ
ん
た
ち
に
よ

る
政
府
の
イ
ニ
シマ

アマ

チ
ブ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
否
定
す
れ
ば
実
現
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
や
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
ス
タ
ッ
フ
の
ほ
と
ん
ど
は
婦
人
参
政
権
付
与
を
当
た
り
前
の
こ
と
と
考
え
て
い
た
か
ら
実
現
し

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
議
会
筋
も
司
令
部
の
意
向
が
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
し
ぶ
し
ぶ
認
め
た
の
で
し
ょ
う

(

�)｣

。
そ
し
て
、
婦
人
参

政
権
は

｢

占
領
と
い
う
外
圧
が
あ
り
、
戦
争
に
負
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
女
性
の
権
利

(

�)｣

と
言
い
切
る
。

婦
人
参
政
権
の
付
与
は
、
幣
原
喜
重
郎
内
閣

(

内
相
・
堀
切
善
次
郎)

が

｢

五
大
改
革
指
令｣

の
前
日
に
決
定
し
て
い
た
こ
と

を
証
左
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
通
説
的
に
語
ら
れ
て
い
た

｢

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
贈
物｣

説
が
修
正
さ
れ
、
今
や

｢

内
務
官
僚
の
イ
ニ

シ
ャ
テ
ィ
ブ
説｣

が
学
問
上
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
詳
し
く
は
冒
頭
に
あ
げ
た
拙
論
に
ゆ
ず
る
が
、
内
務
官
僚

(

堀

切)

の
婦
選
観
や
そ
の
立
法
意
図
を
仔
細
に
検
討
し
、
さ
ら
に
こ
う
し
て
加
藤
シ
ヅ
エ
に
中
心
に
据
え
て
考
察
し
て
み
る
と
き
、

そ
の
再
検
討
の
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
婦
人
参
政
権
の

｢

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
贈
り
物｣

説
は
少
な
く
と
も
半
分
の
真
実
を

含
ん
で
い
る
。

初
期
占
領
政
策
全
般
に
目
を
や
れ
ば
、
婦
人
参
政
権
付
与
は
、
天
皇
の
処
遇
問
題
、
戦
犯
問
題
、
憲
法
改
正
問
題
の
如
き
巨
大

で
複
雑
な
問
題
と
比
較
す
れ
ば
、
外
交
戦
略
的
な
駆
け
引
き
な
ど
も
必
要
と
せ
ず
、
そ
の
点
き
わ
め
て
単
純
か
つ
容
易
な
課
題
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
占
領
政
策
の
な
か
で
さ
え
、
日
本
の
婦
人
解
放
の
道
を
ひ
ら
く
政
策
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
占
領
地
日
本
に
向

か
う
機
上
で
表
明
す
る
ま
で
確
た
る
地
位
を
占
め
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
ス
タ
ッ
フ
を
ま
き
こ
み
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婦
人
参
政
権
を
頂
点
と
す
る
日
本
の
婦
人
の
人
権
を
基
調
と
す
る
自
由
と
平
等
の
道
を
き
り
ひ
ら
い
た

(

�)

。
憲
法
二
四
条
を
は
じ
め

ア
メ
リ
カ
よ
り
も
民
主
的
で
画
期
的
な
日
本
婦
人
を
め
ぐ
る
法
改
革
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
存
在
な

し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
順
調
に
は
い
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、｢

占
領
軍
が
日
本
で
お
こ

な
っ
た
改
革
の
中
で
、
こ
の
婦
人
の
地
位
の
向
上
ほ
ど
私
に
と
っ
て
心
あ
た
た
ま
る
出
来
事
は
な
か
っ
た

(

�)｣

と
述
懐
し
て
い
る
が
、

こ
の
心
情
吐
露
に
偽
り
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
改
め
て
述
べ
れ
ば
、
筆
者
は
、
婦
人
参
政
権
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
役
割
の
重
要
性
に
注
目
す
る
と
同

時
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
著
書
を
含
め
て
シ
ヅ
エ
の
働
き
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
を
含
め
て
婦
人
参
政
権
の
成
立
に
関
与
し
た
占
領
軍
の
将
官
に
対
す
る
シ
ヅ
エ
側
の
影
響
を
立
証
す
る
直
接
の
文
書
は
確
認

で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
筆
者
の
想
定
は
見
え
ざ
る
シ
ナ
リ
オ
に
と
ど
ま
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
以
上
示
し
た
点

を
総
合
的
に
と
ら
え
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注

(

１)

加
藤
シ
ヅ
エ

『

愛
は
時
代
を
越
え
て』

婦
人
画
報
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
〇
〇
頁
。

(

２)

ヘ
レ
ン
・
Ｍ.

ホ
ッ
パ
ー
著
・
加
藤
タ
キ
訳

『

加
藤
シ
ヅ
エ

百
年
を
生
き
る』

ネ
ス
コ
／
文
芸
春
秋
、
一
九
九
七
年
、
一
二
一
頁
。

同
書
は
、
日
米
双
方
の
史
料

(

米
側
は
図
書
館
な
ど
の
所
蔵
す
る
公
文
書)

を
丹
念
に
集
め
て
書
か
れ
た
加
藤
シ
ヅ
エ
の
伝
記
、�

�
��

�
��

�	
�


����	

の
邦
訳
で
あ
り
、
資
料
的
価
値
は
高
い
。

(

３)

同
右
、
一
五
二
―
一
五
三
頁
。

(

４)

同
右
、
一
二
一
頁
。
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(

５)

前
掲
、『

愛
は
時
代
を
越
え
て』

八
二
頁
。

(

６)
http://w

w
w
.tim
e.com

/tim
e/m
agazine/article/0.9171.75053.0htm

l

(
７)

『

次
田
大
三
郎
日
記』

山
陽
新
聞
社
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
月
一
二
日
付
日
記
。

(

８)
Ｃ
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
著
、
毎
日
新
聞
社
出
版
外
信
部
訳『

日
本
に
お
け
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー』

毎
日
新
聞
社
、
一
九
五
七
年
、
七
―
八
頁
。

(

９)

ベ
ア
テ
・
シ
ロ
タ
著
・
平
岡
磨
紀
子
構
成
・
文

『

１
９
４
５
年
の
ク
リ
ス
マ
ス

日
本
国
憲
法
に

｢

男
女
平
等｣

を
書
い
た
女
性
の
自

伝』

柏
書
房
、
一
九
九
七
年
、
三
二
頁
。

(

10)

西
清
子
編

『
占
領
下
の
日
本
婦
人
政
策

そ
の
歴
史
と
証
言』

ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
九
年
、
六
〇
―
六
一
頁
。

(

11)

竹
前
栄
治

『

証
言
日
本
占
領
史
―
Ｇ
Ｈ
Ｑ
労
働
課
の
群
像』

岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
三
四
四
頁
。

(

12)

同
右
、
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。

(

13)

セ
オ
ド
ア
・
コ
ー
エ
ン
著
・
大
前
正
臣
訳

『

日
本
占
領
革
命
革
命

Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の
証
言
上』

Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
三
年
、

三
五
頁
。

(

14)

ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
著
・
津
島
一
夫
訳

『

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
回
想
記

(

下)』

朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
五
年
、
一
六
八
―
一
六
九

頁
。

(

15)

中
村
隆
英
・
伊
藤
隆
・
原
朗
編

『

現
代
史
を
創
る
人
び
と』

第
三
巻
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
一
年
、
二
五
一
―
二
五
二
頁
。『

あ
る

女
性
政
治
家
の
半
生』

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
八
一
年
、
一
三
六
頁
。

(

16)

川
島
武
宜

｢

家
族
制
度
へ
の
道｣

西
清
子
編
著

『

占
領
下
の
日
本
婦
人
政
策

そ
の
歴
史
と
証
言』

ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
九
年
、
一

二
六
頁
。

(

17)

東
野
真

『

昭
和
天
皇
二
つ
の

｢

独
白
録｣』

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
一
九
九
八
年
、
五
四
頁
。

(

18)

同
右
、
三
七
頁
。

(

19)
‶Em
ancipation

of
Japan"

[6
M
ay
1947]

(

国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

[

旧
蔵
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
記
念
館]

、
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フ
ェ
ラ
ー
ズ
文
書

(R
G
‒44a,reelN

o.5))

。

(

20)

週
刊
新
潮
編
集
部

『

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
日
本』

上
巻
、
八
二
―
八
三
頁
。

(
21)

前
掲
、『

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
回
想
記

(

下)』

一
五
二
頁
。

(

22)
前
掲
、『

占
領
下
の
日
本
婦
人
政
策

そ
の
歴
史
と
証
言』

一
二
一
頁
。

(

23)

竹
前
栄
治

『

Ｇ
Ｈ
Ｑ』

岩
波
新
書
、
一
九
九
〇
年
、
一
五
六
頁
。

(

24)

同
右
、『
Ｇ
Ｈ
Ｑ』

、
竹
前
栄
治

『

戦
後
労
働
改
革

Ｇ
Ｈ
Ｑ
労
働
政
策
史』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
参
照
。

(

25)

前
掲
、『

現
代
史
を
創
る
人
び
と』

第
三
巻
、
二
四
一
頁
。

(

26)

前
掲
、『

占
領
下
の
日
本
婦
人
政
策

そ
の
歴
史
と
証
言』

五
八
―
五
九
頁
。

(

27)

前
掲
、『

愛
は
時
代
を
越
え
て』

一
二
七
頁
。

(

28)

シ
ヅ
エ
も
証
言
し
て
い
る

(
一
九
四
七
年
、
ウ
ィ
ー
ド
中
尉
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
前
掲

『

加
藤
シ
ヅ
エ

百
年
を
生
き
る』)

。

(

29)

前
掲
、『

現
代
史
を
創
る
人
び
と』
第
三
巻
、
二
四
一
―
二
四
二
頁
。

(

30)

前
掲
、『

あ
る
女
性
政
治
家
の
半
生』
一
二
二
―
一
二
三
頁
。

(

31)

前
掲
、『

占
領
下
の
日
本
婦
人
政
策

そ
の
歴
史
と
証
言』

六
二
頁
。

(

32)

前
掲
、『

現
代
史
を
創
る
人
び
と』

第
三
巻
、
二
四
二
頁
。

(

33)

前
掲
、『

占
領
下
の
日
本
婦
人
政
策

そ
の
歴
史
と
証
言』

五
九
頁
。

(

34)

前
掲
、『

現
代
史
を
創
る
人
び
と』

第
三
巻
、
二
四
二
頁
。

(

35)

前
掲
、『

証
言
日
本
占
領
史
―
Ｇ
Ｈ
Ｑ
労
働
課
の
群
像』

三
一
―
三
二
頁
。

(

36)

同
右
、
三
四
―
三
五
頁
。

(

37)
｢

解
説｣

竹
前
栄
治
・
三
宅
明
正
・
遠
藤
公
継
、『

資
料
日
本
占
領
２
労
働
改
革
と
労
働
運
動』

大
月
書
店
、
一
九
九
二
年
。

(

38)

竹
前
栄
治

『

占
領
戦
後
史』

岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
二
五
一
頁
。
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(

39)

前
掲
、『

占
領
下
の
日
本
婦
人
政
策

そ
の
歴
史
と
証
言』

五
八
頁
。

(

40)

同
右
、
三
二
頁
。

(
41)

同
右
、
三
二
―
三
三
頁
。

(

42)
カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
は
対
日
労
働
政
策
の
土
台
を
築
き
本
格
的
な
労
働
政
策
を
準
備
し
た
後
、
四
六
年
二
月
に
帰
国
。
そ
の
間
の
一
〇
月

下
旬
に
エ
セ
ル
・
Ｂ
・
ウ
ィ
ー
ド
中
尉
が
Ｃ
Ｉ
Ｅ
婦
人
局
婦
人
情
報
担
当
官

(

企
画
部)

と
し
て
来
日
し
、
婦
人
施
策
を
総
合
的
に
担
当

し
た
。
や
が
て
シ
ヅ
エ
の
紹
介
な
ど
に
よ
っ
て
日
本
女
性
が
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
加
わ
る
が
、
シ
ヅ
エ
自
身
も
に
積
極
的
に
提
言
し
、
婦
人

議
員
に
当
選
後
は
さ
ら
に
婦
人
政
策
の
民
主
化
に
力
を
発
揮
し
て
い
る
。

(

43)

前
掲
、『

証
言
日
本
占
領
史
―
Ｇ
Ｈ
Ｑ
労
働
課
の
群
像』

一
八
、
二
三
頁
。

(

44)
ElliotThorpe,

�
���

�
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�������	G

am
bet,1969.

な
お
、
週
刊
新

潮
編
集
部

『

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
日
本』

下
巻
、
一
九
八
三
年
、
一
五
九
頁
に
も
同
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

(

45)

前
掲
、『

加
藤
シ
ヅ
エ

百
年
を
生
き
る』

一
七
五
頁
。

(

46)

前
掲
、『

占
領
戦
後
史』

二
五
一
頁
。

(

47)

前
掲
、『

占
領
下
の
日
本
婦
人
政
策』

一
九
八
頁
。

(

48)

占
領
下
の
婦
人
関
係
の
諸
改
革
に
つ
い
て
は
、
前
掲

『

占
領
下
の
日
本
婦
人
政
策

そ
の
歴
史
と
証
言』

に
詳
し
い
。

(

49)

前
掲
、『

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
回
想
記

(

下)』

一
六
八
頁
。
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